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このパンフレットは、障害のある方が日常生活や社会生活を営むための支援サービス等

の概要を紹介したものです。 

各サービスの詳細は、下記窓口にお問い合わせください。 

１８歳以上の方の窓口 

社 会 福 祉 課（市役所１階） 

TEL   052-603-2211、0562-33-1111 

     （内線 121・123・124・128） 

FAX   052-603-4000 

e-mail  fukushi@city.tokai.lg.jp 

１８歳未満の方の窓口 

女性・子ども課（市役所６階） 

TEL  052-603-2211、0562-33-1111 

     （内線 6８７） 

FAX   052-60４-9290 

e-mail  kodomo@city.tokai.lg.jp 
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●対象者別一覧表 

 

上
肢

下
肢

体
幹

心
臓

腎
臓

呼
吸
器

直
腸
・
膀
胱

小
腸

1 障害福祉サービス 1～2 障害者・児 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 障害児通所支援 3 障害児 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 日常生活用具の給付 3 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

4 日常生活用具(住宅改修)の給付 4
障害者・児※
(学齢児以上)

※ ※

5 補装具の支給 4 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

6 自立支援医療(育成医療)の給付 4 障害児 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 自立支援医療(更生医療)の給付 5 障害者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 自立支援医療(精神通院医療)の給付 5 障害者・児

9 障害者医療費の助成 5 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

10 精神障害者医療費の助成 6 障害者・児

11 後期高齢者福祉医療費の助成 7
後期高齢医療

被保険者
※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1

12 自動車改造費の補助 7 障害者 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

13 普通自動車運転免許取得費の補助 8 障害者 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

14 有料道路における障害者割引 8 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

15 福祉タクシー等料金助成 9 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

16 入浴サービス 10 障害者・児 ※ ※

17 あんしん電話事業 10 障害者 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

18 寝具クリーニングサービス 10 障害者・児 ※ ※ ※ ※

身体障害者・児

障害別区分

視
覚

平
衡
機
能
・
聴
覚

音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能

肢体不自由 内部障害

障 害 区 分

項 目

掲

載

ペ

ー

ジ

対

象

者

等
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重度 中度 軽度 重度 中度 軽度

免
疫

肝
臓

そ
の
他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※障害の内容、等級によって対象となる用具が異な
ります

※

※1～3級の下肢・体幹機能障害の方、乳幼児以前の
非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障
害に限る)の方

※
※障害の内容・等級によって対象となる補装具が異
なります

○ ○ ※
※手帳保持者だけでなく、口唇口蓋裂等の手術、治
療等の方も対象です

○ ○ ○

※ ※ ※
※手帳保持者だけでなく、通院による精神医療を継
続的に要する病状にある方も対象です

※ ※ ※ ○ ○

※1～3級または4級のうち腎臓機能障害、4級～6級
のうち進行性筋萎縮症の方
注1:自閉症状群と診断された方も対象です
注2:子ども医療費助成の対象となる方、後期高齢者
医療制度に加入できる方を除きます

※ ※ ※

※手帳保持者だけでなく、項目8の手続きにより自
立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方も対象
です
注:1 手帳の等級等によって助成できる内容が異な
ります
注:2 子ども医療費助成・障害者医療費助成及び母
子家庭等医療費助成の対象となる方、後期高齢者医
療制度に加入できる方を除きます

※1 ※1 ※1 ○ ○ ※2 ※2 ※2

※1:1～3級または4級のうち腎臓機能障害、4級～6
級のうち進行性筋萎縮症の方
※2:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
及び自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
注1:手帳の等級等によって助成できる内容が異なり
ます

※ ※ ※
※身体障害者が就労等に伴い、自らが所有し運転す
る自動車であること

※ ※ ※
※就労等のために初めて普通自動車運転免許を取得
のための経費の一部を補助

※ ※ ※ ※

※障害者本人が運転する場合
 対象: 身体障害者手帳の交付を受けているすべて
の方
 障害者・児の介助者が運転し、障害者・児本人
が同乗する場合
対象:身体障害者手帳を交付されている方のうち、
「旅客鉄道株式会社運賃減額」が「第1種」の方ま
たは療育手帳の交付を受けている方のうち、Ａ判定
の方で「旅客鉄道株式会社運賃減額」が「第1種」
の方

※ ※ ※ ○ ○ ○ ○

※1、2級の身体障害者手帳を交付されている方
※3級の身体障害者手帳を交付されている方のうち
視覚・下肢・体幹機能障害がある方

※1級の下肢または体幹機能障害者

※ ※ ※
※1、2級の身体障害者のみの世帯で外出困難な方
※2、3級の聴覚障害者手帳のみの世帯に属する方

※1、2級の肢体不自由者または視覚障害者

難
病
患
者

備考

障害別区分

知的障害者・児
(療育手帳対象者)

Ａ Ｂ Ｃ １級 ２級 ３級

精神障害者・児
身体障害
者・児

内部障害
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上
肢

下
肢

体
幹

心
臓

腎
臓

呼
吸
器

直
腸
・
膀
胱

小
腸

19 配食サービス 10 障害者 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

20 在日外国人重度障害者福祉手当 11 障害者※

21 ＮＨＫ放送受信料の免除 11 障害者・児 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

22
日中一時支援Ａ型(障害者)・Ｂ型(障
害児)

11 障害者・児※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

23 地域デイサービス事業 11 障害者※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

24 移動支援 12 障害者・児※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

25 障害者相談支援 12 障害者※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

26 地域活動支援センター「ハーモニー」 12 障害者・児※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

27 手話通訳者・要約筆記者の派遣 13 障害者・児 ※ ※

28 手話通訳者の設置 13 障害者・児 ○

29 施設使用料の減免 14 障害者・児 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 成年後見制度の相談窓口 14 障害者※

31 市内路線バスの無料乗車 15 障害者※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 ごみ指定袋の追加配布 15 障害者・児 ※ ※ ※ ※

33 東海市障害者相談員の設置 16 障害者 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

34 声の広報配布 16 障害者 ○

35 障害者虐待防止センター 16 障害者※

36 災害時避難行動要支援制度 17 障害者※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

37 ファックス利用サービス(無料) 17 障害者 ※

◎ 東海市の主な団体(障害者・児)の紹介 18

福祉手当一覧表 19～20

障害者を表すマーク 21～22

身体障害者・児

障害別区分

視
覚

平
衡
機
能
・
聴
覚

音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能

肢体不自由 内部障害

障 害 区 分

項 目

掲

載

ペ

ー

ジ

対

象

者

等
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重度 中度 軽度 重度 中度 軽度

免
疫

肝
臓

そ
の
他

※ ※ ※

※身体障害者手帳交付者のみの世帯で、心身の障
害、傷病等で食事を調理することが困難な方または
これに準ずる方
※昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1
月1日現在において外国人登録をし、引き続き住民
基本台帳に記載されている方で、市内に1年以上居
住している重度障害者のうち、公的年金等の給付を
受けることができない方

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※障害者・児がいる世帯で世帯全員が市民税非課税
の場合
※視覚・聴覚障害者が世帯主の場合
※身体障害者手帳1、2級の方、療育手帳Ａ判定の
方、精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主の場
合

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※障害者、小学校・中学校・高校に当たる年齢の障
害児、難病者で日中における活動の場の提供等の支
援が必要な方

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※障害者、難病者で、機能訓練や生活訓練等が必要
な方

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※障害者・児、難病患者で、外出時に移動の支援が
必要と認めた方

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※障害者、障害者の介護を行う方、発達障害や高次
機能障害の診断を受けた方とその家族、難病患者と
その家族

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※障害者・児、難病患者で、居場所が必要な方、生
活力を高めることが必要な方
※聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のた
め、意思疎通を図ることに障害がある方

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注:個人で利用する場合に限ります

※ ※ ※ ※ ※ ※

※認知症や知的障害者、精神障害のため判断能力が
十分でないために、悪徳商法の被害を受けた、物忘
れがあり財産管理がうまくできない、福祉サービス
の契約が難しそうな方など

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※戦傷病者手帳を交付されている方も対象です
1人に限り介護人も無料となります

※ ※ ※
※身体障害者手帳1、2級に該当し、紙おむつを使用
している方またはそれに準ずる状態にある方

※ ※ ※ ※ ※ ※
※身体または知的に障害がある方及びその保護者の
方

※障害者の虐待相談・虐待通報に対応します

○ ○ ※

※要介護3以上・視覚障害・聴覚障害・上肢機能障
害1、2級・下肢機能障害1、2級・体幹機能障害1～3
級・呼吸器機能障害1級、難病法に規定する支給認
定を受け障害福祉サービスを利用している方

※聴覚・言語・音声障害のある方で急用時の場合

精神障害者・児
身体障害
者・児

内部障害

難
病
患
者

備考

障害別区分

知的障害者・児
(療育手帳対象者)

Ａ Ｂ Ｃ １級 ２級 ３級
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１ 障害福祉サービス                    介護保険優先 

対 象 者     障害者・児、難病患者 

内 容     家事・介護 （食事・身の回りの世話・洗濯・掃除・買物・通院介 

     助など）・相談・助言等 

そ の 他 本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合

があります（原則１割負担、上限額あり）。 

＜主な障害福祉サービス＞  

訪問系サービス 

◎居宅介護（ホームヘルプ） 

入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。 

◎重度訪問介護 

重度の肢体不自由がある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行
います。 

◎同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代
読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 

◎行動援護 

行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の生じる危機回避の
ための援護などを行います。 

◎重度障害者等包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供し
ます。 

◎短期入所(ショートステイ) 

介護を行う人が病気の場合など、短期の入所による入浴や排泄、食事の介護などを行
います。 

障害者総合支援法に基づく福祉サービス等のご紹介 

◎…介護給付（障害支援区分取得が必要） 

◆…訓練等給付（基本的に 18 歳以上が対象） 

介護保険優先… 介護保険のサービスを利用できる方は、原則的に介護保険が  

優先になりますが、サービスによっては障害者のサービスが 

受けられる場合があります。  

１８歳のとき…１８歳を期に障害福祉サービスの切替手続きが必要となり 

ます。手続き場所は社会福祉課となります。 

【 障害者総合支援法に基づく福祉サービス 】 

障害者及び障害児に対する自立と地域生活を支援する福祉サービスです。 

これにより利用者自らがサービスを選択し、指定事業者との契約によりサービ

スを利用することができます。 
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日中活動系サービス 

◎生活介護 

日中に入浴、排泄、食事などの介護を行うとともに、創作的活動の機会の提供などを
行います。 

◎療養介護 

病院等の施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の援助など
を行います。 

◆自立訓練(機能訓練・生活訓練) 

身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 

◆就労移行支援 

就労を希望する人に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基
づき行います。 

◆就労継続支援 

一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力の向上のため
の訓練を行います。 

◆就労定着支援 

就労に伴う課題に対応するため、事業所・家族との連絡調整等を行います。 

◆自立生活援助 

居宅における自立した日常生活を営むうえでの課題に対応するため、利用者の状況を
把握し、相談、連絡調整等を行います。 

 

居宅系サービス 

◎共同生活援助(グループホーム) 

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障
害者に対し、共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 

◎施設入所支援 

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用
している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 

地域相談支援 

◎地域移行支援 

施設入所又は精神科病院へ入院している精神障害者等で居住の確保等の地域生活へ移
行するために必要な支援を行います。 

◎地域定着支援 

居宅で単身で生活する方につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生
じた緊急の事態等に必要な支援を行います。 
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２ 障害児通所支援 … 申請は女性・子ども課 

対 象 者 障害児 

内 容  児童発達支援 

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行い

ます。 

 放課後等デイサービス 

就学中の障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向

上のために必要な訓練等の必要な支援を行います。 

 保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等

を行います。 

そ の 他 世帯の所得に応じ、負担金が必要な場合があります（原則１割負担、

上限額あり）。 

３ 日常生活用具の給付                     介護保険優先 

対 象 者     身体障害者・児、知的障害者・児、難病患者、精神障害者・児 

（障害の内容、等級によって対象となる用具が異なります。） 

対象種目  特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用

リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、特殊便器、

歩行補助つえ(一本つえのみ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火

災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送

信機、聴覚障害者用屋内信号装置、透析液加温器、ネブライザー（吸

入器）、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬

車、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計、携帯用会話補助装置、

情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライ

ター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書

読上げ装置、視覚障害者用読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信

装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、人工内耳

用外部装置、人工内耳用電池、人工内耳用充電器、ストマ用装具、

紙おむつ、収尿器 

そ の 他     本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合

があります。（原則１割負担、上限額あり）また、購入前に申請が必

要です。 
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４ 日常生活用具（住宅改修費）の給付       介護保険優先 

対 象 者     学齢児以上の方で、身体障害者手帳の１～３級の下肢・体幹機能障

害の方、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動

機能障害に限る）の方 

対象範囲 手すりの取付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど 

交 付 額     １件あたり３０万円まで（ただし、住民税非課税世帯に属する方は

６０万円まで） 

そ の 他     本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合

があります。（原則１割負担、上限額あり）また、改修前に申請が必

要です。 

５ 補装具費の支給                          介護保険優先 

対 象 者     身体障害者・児、難病患者（障害の内容、等級によって対象となる

補装具が異なります。） 

対象種目     義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子、補聴器、車椅子、重度障

害者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、歩行器、視覚障害者安全つえ、

歩行補助つえ(一本つえを除く)など 

そ の 他     本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合

があります。（原則１割負担、上限額あり）また、購入等を行う前

に申請が必要です。 

就学前障害児の保護者に対し、所得に応じた福祉給付金制度があります。 

６ 自立支援医療（育成医療）の給付…申請は女性・子ども課 

内 容     １８歳未満の身体に障害のある児童で、その障害を除去、軽減する

手術等の治療によって、生活の能力を得るために必要な医療を給付 

対象医療 心臓機能障害、腎臓機能障害、口唇口蓋裂等の手術、治療等 

そ の 他     加入の医療保険世帯の所得に応じて自己負担があります。 

また、事前に申請が必要です。 
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７ 自立支援医療（更生医療）の給付 

内 容     身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって、

更生のために必要な医療を給付 

対象医療 腎臓機能障害者の人工透析、心臓・肝臓機能障害者及び肢体不自由

者等の手術、治療等 

そ の 他     加入の医療保険世帯の所得に応じて自己負担があります。 

また、事前に申請が必要です。 

８ 自立支援医療(精神通院医療)の給付 

内 容     通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その 

通院医療に係る医療費の給付 

対象医療 統合失調症、うつ病、てんかん等の精神医療 

そ の 他  加入の医療保険世帯の所得に応じて自己負担があります。 

     また、事前に申請が必要です。 

９ 障害者医療費の助成 … 申請は国保課医療助成担当 

対 象 者 ① 身体障害者 

 身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下に該当する方 

・１級～３級または４級のうちじん臓機能障害 

・４級～６級のうち進行性筋萎縮症 

② 知的障害者 

療育手帳の交付を受けている方で、以下に該当する方 

・Ａ判定及びＢ判定（知能指数（ＩＱ）が５０以下） 

③ 自閉症状群と診断された方 

 ただし、子ども医療費の助成の対象となる方（小学校入学前に限る）、後期高

齢者医療制度に加入できる方を除きます。 

内  容 医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示するこ

とにより、医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 

そ の 他  対象者①②の方は手帳が交付されたら、③の方は診断書を持参して

国保課に申請してください。 
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１０ 精神障害者医療費の助成 … 申請は国保課医療助成担当 

対 象 者 ① 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

② 自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方 

ただし、子ども医療費助成、障害者医療費助成及び母子家庭等医療費助成の

対象となる方、後期高齢者医療制度に加入できる方を除きます。 

 

内  容 

医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 

手帳の等級などによって、次のとおり交付される「精神障害者医療費受給者

証」の種類と、助成の内容が異なります。 

精神疾患
精神疾患

以外
精神疾患

精神疾患
以外

　精神障害者手帳　１級
全疾患・入通院

有　効
○ ○ ○ ○

　　　　〃　　　　　　  ２級
全疾患・入通院

有　効
○ ○ ○ ○

　　　　〃　　　　　　  ３級
 精神通院医療のみ

使用可
○ × ○ ×

　自立支援医療受給者証
　 （精神障害者手帳なし）

精神通院医療のみ
使用可

○ × × ×

（　○　助成します　×　助成しません　）

お持ちの手帳など
「精神障害者医療費
受給者証」の種類

通院 入院

※注１

※注１

※注１ ※注３※注１

※注１

※注２

※注4

※注4

※注4

※注4

※注4

※注4

 

※注１ 精神疾患の通院医療費の助成については、「自立支援医療受給者証 

（精神通院）」を指定医療機関で提示し、受診してください。精神障 

害者手帳３級で「自立支援医療受給者証（精神通院）」をお持ちで 

ない方には、「精神障害者医療費受給者証」は交付されません。 

（※注３ 参照）。 

※注２ 入院時の食事代や、差額ベッド代などは助成対象になりません。 

※注３ 精神障害者手帳３級の方の、精神疾患の入院医療費は「精神障害者

医療費受給者証」が使えません。助成を受けるには払戻しの手続き

が必要です。 

※注４ 「自立支援医療受給者証（精神通院）」は、精神疾患の通院医療費

の受診時に提示してください。精神障害者手帳１・２級の方の、精

神疾患以外の通院医療費、及び入院医療費の受診時は提示不要で

す。 

そ の 他  対象者①の方は手帳の申請と合わせて医療費助成の申請をしてく

ださい。②のみの方は受給者証を送付する際、申請書を同封します。 
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１１ 後期高齢者福祉医療費の助成 … 申請は国保課医療助成担当 

対 象 者   後期高齢者医療被保険者（７５歳以上又は一定の障害のある方は

６５歳以上）のうち、次の要件に該当する方 

① 身体障害者 

      身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下に該当する方 

・１級～３級または４級のうちじん臓機能障害 

・４級～６級のうち進行性筋萎縮症 

② 知的障害者 

  療育手帳の交付を受けている方で、Ａ判定及びＢ判定（知能指

数（ＩＱ）が５０以下）の方 

     ③ 精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

（３級の方は精神疾患に係る入院医療費のみの助成） 

④ 自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方 

 （自立支援医療費の自己負担分のみの助成） 

 上記障害者以外にも、ひとり暮らしの方、寝たきりの方など対象者となる場

合がありますので、詳しくは国保課医療助成担当へお問い合わせください。 

内  容 医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示する 

ことにより、医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 

そ の 他  対象者①②の方は手帳が交付されたら、③の方は手帳の申請と合わ

せて医療費助成の申請をしてください。④のみの方は受給者証を送付

する際、申請書を同封します。 

１２ 自動車改造費の補助 

対  象 身体障害者が就労等に伴い、自らが所有し、かつ運転する自動車 

内  容 身体障害者の「自動車免許の条件」に従う改造 

１件あたり１０万円まで 

申  請 自動車運転免許証の写し、改造を行う業者の見積書とカタログ（改

造箇所及び経費の分かるもの）、改造前の写真が必要です。 

所得制限があります。改造前に申請が必要です。 
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１３ 普通自動車運転免許取得費の補助 

１４ 有料道路における障害者割引 

オンライン申請受付サイト  https://www.expressway-discount.jp 

 （申請対象は ETC 利用申請者のみ） 

対  象  者  障害者本人が運転する場合 

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 

 障害者・児以外の方が運転され、障害者・児ご本人が同乗 

する場合 

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、 

「旅客鉄道株式会社運賃減額」が「第１種」の方 

内   容 通行料金が半額割引されます。 

対象自動車 令和５年４月より、自動車を事前登録しない場合でも障害者の 

事前申請が可能となりました。事前登録しない場合は、ETC 利 

用はできず、一般走行レーンにて障害者手帳を提示することで 

割引が適用されます。 

 障害者本人が運転する場合 

      ・本人（その親族等）が所有する自家用乗用車 

・レンタカー社会福祉協議会等の貸出車両 

・車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車 

（事前登録は不可） 

      障害者・児以外の方が運転され、障害者・児ご本人が同乗する 

場合 

       上記の車両に加え、日常的に介護している者が所有する自家

用乗用車 

窓 口 申 請  ETC 利用なしの場合 

      ① 身体障害者手帳または療育手帳 

対 象 者 就労等のために初めて普通自動車運転免許を取得しようとする身体

障害者 

内  容 身体障害者が初めて普通自動車運転免許を取得するための経費の一

部を補助（補助率２/３ ただし１０万円まで（千円未満切捨て）） 

申  請 免許を取得後６ヶ月を経過した日か、年度の末日のいずれか早い日

までに申請が必要です。 

自動車運転免許証の写し、教習所からの免許を取得するために要し

た経費が分かる書類が必要です。 
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      ② 車検証 

      ③ 運転免許証（旅客鉄道株式会社運賃減額が「第２種」の方） 

      ④ 割賦契約書又はリース契約書 

        （割賦購入（ローン）又は長期リースの場合） 

      ETC 利用ありの場合 

      ① 身体障害者手帳または療育手帳 

      ② 車検証 

      ③ 運転免許証（旅客鉄道株式会社運賃減額が「第２種」の方） 

      ④ ETC カード（障害者本人名義のもの） 

        ※更新時で、前回と変更のない場合、省略できます。 

      ⑤ ETC 車載器の管理番号が確認できるもの（ETC 車載器セ

ットアップ証明書など） 

      ⑥ 割賦契約書又はリース契約書 

       （割賦購入（ローン）又は長期リースの場合） 

１５ 福祉タクシー等料金助成 

 福祉タクシー 

助成方法 年間２４枚の助成券（１枚で初乗料金分を負担、1 回の乗車につき

２枚まで利用可能）を交付 

対 象 者  1、2 級の身体障害者手帳を交付されている方、又は３級の身 

体障害者手帳を交付されている方のうち視覚・下肢・体幹機能 

障害のある方 

 療育手帳を交付されている方 

③ １級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方 

 リフト付タクシー 

助成方法 年間２４枚の助成券（１枚で初乗料金分を負担、1 回の乗車につき

１枚まで利用可能）を交付 

対 象 者 1、2 級の身体障害者手帳を交付されている方、又は３級の身体障

害者手帳を交付されている方のうち視覚・下肢・体幹機能障害のあ

る方で、次の条件を満たす方 

 常時が床、またはこれに準ずる方 

     ② 車いすを利用しており、リフト付福祉タクシーを利用すること 

が適当と認められる方 

申  請 障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）

が必要です。申請はしあわせ村高齢者支援課でも行います。 
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１６ 入浴サービス                       介護保険優先 

対 象 者     1 級の下肢障害者または体幹機能障害者 

内 容     家で入浴させることが困難な家庭に移動入浴車を派遣 

 月４回以内。ただし１年度３６回まで 

費  用 無料。ただし、水道代、シャンプー、バスタオル等入浴に必要なも

のは、利用者の負担となります。 

１７ あんしん電話事業 

対 象 者     1、２級の身体障害者のみの世帯で外出困難な方、または 2、３級     

の聴覚障害者のみの世帯に属する方 

内 容     緊急発信装置、受話専用の拡声器を備えた福祉機器を設置 

利 用 料 所得税非課税世帯の方 無料 

     所得税課税世帯の方  月額１，２００円（税別） 

※ 普通電話基本料金・通話料は自己負担になります 

そ の 他 所得税課税世帯の方は、課税の方の完納証明の提出が必要です。 

１８ 寝具クリーニングサービス 

対 象 者     1、２級の肢体不自由者または視覚障害者 

内 容     寝具（布団・毛布）の洗濯、乾燥。年 4 回まで（ ただし、住民税

非課税世帯に属する方は、年１２回まで ）。１回につき掛・敷布団

各１枚、毛布２枚まで。 

費  用 無料 

１９ 配食サービス 

対 象 者     身体障害者手帳の交付を受けている方のみの世帯で、心身の障害、

傷病等で食事を調理する事が困難な方、またはこれに準ずる方 

内  容 １日１食、昼食又は夕食の補助 

費  用 １食あたり 480 円。ただし、低所得世帯は 300 円。 
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２０ 在日外国人重度障害者福祉手当 

対 象 者     昭和 37 年 1 月 1 日以前に生まれた方で、昭和 57 年 1 月 1 日    

現在において外国人登録をし、引き続き住民基本台帳に記録されて

いる方で、市内に 1 年以上居住している重度障害者のうち、公的

年金等の給付を受けることができない方 

支 給 額     月額２万円 

そ の 他     所得制限があります。 

２１ ＮＨＫ放送受信料の免除 

全額免除 障害者・児がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合 

半額免除 世帯主が受信契約者であり 

      視覚・聴覚障害者が世帯主の場合 

      身体障害者手帳１、２級の方、療育手帳Ａ判定の方、精神障害

者保健福祉手帳１級の方が世帯主の場合 

２２ 日中一時支援Ａ型（障害者）・Ｂ型（障害児） 

対 象 者 障害者、小学生・中学生・高校生に当たる年齢の障害児、難病患者

で、日中における活動の場の提供等の支援が必要な方 

内  容 障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等において、障害者等に

活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練そ

の他市が認めた支援 

そ の 他 本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合

があります。（原則１割負担、上限額あり） 

２３ 地域デイサービス事業 

対 象 者 障害者、難病患者で、機能訓練や生活訓練等が必要な方 

内  容 障害者、難病患者、その介護を行う者の、身体その他の状況及び   

その置かれている環境に応じて、機能訓練、生活訓練、入浴、食事

の提供、創作的活動、介護方法の指導、更生相談、レクリエーショ

ン等を適切かつ効果的に行うもの。 

そ の 他     本人と配偶者の所得に応じ、負担金が必要な場合があります。    

（原則１割負担、上限額あり） 
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２４ 移動支援 

対 象 者 障害者・児、難病患者で、外出時に移動の支援が必要と認めた方 

内  容 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外

出の際の移動の支援 

そ の 他     本人と配偶者（障害児は世帯）の所得に応じ、負担金が必要な場合 

があります。（原則１割負担、上限額あり） 

２５ 障害者(児)相談支援 

対 象 者 障害者・児とその家族等、発達障害や高次脳機能障害の診断を受け

た方とその家族、難病患者とその家族 

内  容 福祉サービス利用など生活課題に対する相談、各種支援施策に関す

る助言・指導、権利擁護のための必要な援助など 

利用方法 相談支援センターへお問い合わせください。 

     〔 身体障害者、知的障害者、障害児、発達障害・難病のある方 〕 

      荒尾事業所 （社福）さつき福祉会が運営しています 

        荒尾町油田４８番地の７ さつき福祉会内 

電話 ０５２－６１３－８１２１  

FAX ０５２－６０３－０５２１ 

     〔 精神障害者、高次脳機能障害のある方 〕 

      横須賀事業所 （株）波音が運営しています 

        養父町北反田８番地の４ サリテールモリ １階２号室 

        電話 ０５６２－３３－８５１５ 

        FAX ０５６２－３３－８５１６ 

２６ 地域活動支援センター「ハーモニー」 

対 象 者 障害者・児、難病患者で、居場所が必要な方、生活力を高めること

が必要な方 

内  容 居場所の提供、生活力を高める事業の提供、創作的活動の場の提供、

障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業等を行う。 

利用方法 「ハーモニー」へお問い合わせください。 

（社福）あゆみの会が運営しています。 

     元浜町１０番地   

     電話 ０５６２－５７－０５８８ 

      FAX ０５６２－５７－０１７７ 
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２７ 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

対 象 者 聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図る

ことに支障がある方 

内  容 手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業など意思疎通を図ること

に支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する。 

利用方法  手話通訳者派遣サービス 

        社会福祉課にお申し込みください。 

         FAX ０５２－６０３－６１８１ 

           オンライン申込み（二次元バーコード読込後、入力） 

      要約筆記者派遣サービス  

 社会福祉課にお申し込みください。 

         FAX ０５２－６０３－６１８１ 

     ※、共に利用料は無料 

２８ 手話通訳者の設置 

内  容 聴覚障害者の方が市役所の手続きを行うとき、手話通訳者が      

サポートします。 

手話通訳者がいるとき 

     月曜日から金曜日（市役所の開庁日） 

     午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

     市役所 社会福祉課にお越しください。 
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２９ 施設使用料の減免 

内  容 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または療育手帳の交付

を受けている方が使用するとき、以下の施設においては使用料（全

額）の減免制度があります。 

施設名 対象となる場所 備考

東海市民体育館
メインアリーナ、サブア
リーナ、剣道場、柔道場、
弓道場、トレーニング室

ロッカー、シャワーの
使用料並びに教室、講
座等の受講料を除く

しあわせ村
健康ふれあい交流館

温浴室、トレーニング室
トレーニング室のシャ
ワーの使用料を除く

東海市営温水プール 温水プール
ロッカー使用料及び水
泳教室使用料を除く

東海市立運動公園 元浜パターゴルフ場

 

そ の 他 個人で利用する場合に限ります。 

     各施設において手帳又は、障害者手帳スマートフォンアプリ「ミ 

ライロ ID」の画面を提示してください。 

３０ 成年後見制度の相談窓口 

内  容  認知症や知的障害、精神障害のため判断能力が十分でないために、 

悪徳商法の被害を受けた、物忘れがあり財産管理がうまくできな 

い、福祉サービスの契約が難しそう、そのような人を守るために成 

年後見制度があります。 

利用方法 後見事務所に電話で予約。相談は無料。 

連 絡 先 NPO 法人 知多地域権利擁護支援センター 

（※知多半島４市５町で業務委託しています。） 

〒４７８－００４７ 知多市緑町３２番地の６ 知多福祉活動センター内

TEL ０５６２－３９－２６６３、０５６２－３９－３７７０ 

FAX ０５６２－３９－２６６７ 

成年後見制度について詳しく知りたい、制度利用の仕方・申立ての手続きを知

りたいなどの相談についてお気軽にご利用ください。 
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３１ 市内路線バスの無料乗車 

対象路線１ 東海市循環バス（らんらんバス） 

※１人に限り介護人も無料となります。 

《対象路線１の対象者》 

① 身体障害者手帳を交付されている方 

② 療育手帳を交付されている方 

③ 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方 

④ 戦傷病者手帳を交付されている方 

対象路線２ 知多乗合株式会社が市内で運行する路線バス 

（上野台線・横須賀線） 

※ただし、東海市から大府市へまたがる路線については、東海市

内の運行部分を割り引いて料金を算定します（無料でありませ

ん）。 

《対象路線２の対象者》 

① 身体障害者手帳を交付されている方 

② 療育手帳を交付されている方 

③ 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方 

④ 戦傷病者手帳を交付されている方 

乗 車 方 法 降車時に、運転手へ手帳又は障害者手帳スマートフォンアプリ「ミ

ライロＩＤ」の画面を提示してください 

３２ ごみ指定袋の追加配布 

内  容 紙おむつ用として、ごみ指定袋を年間 50 枚お渡しします。 

対 象 者 在宅で身体障害者手帳 1 級の方及びそれに準ずる状態にある方（療

育手帳を交付されている方含む）で、紙おむつを使用している方 

※1 年以内に追加配布を受けた方は除きます。 

利用方法  ごみ指定袋追加配布申請書を、社会福祉課（1 階）、女性・子ども

課（6 階）へ提出してください。 

           申請書は社会福祉課、女性・子ども課にあります。 
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３３ 東海市障害者相談員の設置 

内  容 身体または知的に障害がある方及びその保護者の相談に応じるとと

もに、障害者の更生のために必要な援助を行うことにより、障害者

の福祉の増進を図ることを目的として設置しています。 

          ・身体障害者相談員とは 

            東海市身体障害者福祉協議会から推薦され、自らが身体障害者手 

帳を受けている方です。 

          ・知的障害者相談員とは 

            東海市手をつなぐ育成会から推薦された、知的障害者の保護者の

方です。 

利用方法 市役所 社会福祉課までお問い合わせください。後日、相談員よ 

り連絡をします。(業務上知り得た内容は秘密厳守します。) 

◇ 困ったこと、悩みごと、ありませんか? 

どんなことでもお気軽にご相談ください。◇ 

３４ 声の広報配布 

対  象 視覚障害のある方 

内  容 広報「とうかい」の音声版をお配りします。 

利用方法 東海市社会福祉協議会へお電話でお問い合わせください。 

     〒４７６－０００３ 荒尾町西廻間２番地の１（しあわせ村内） 

   TEL   ０５２－６８９－１６０５ 

   FAX   ０５２－６０４－５００１ 

e-mail   syakyo-t@na.rim.or.jp 

 ３５ 障害者虐待防止センター 

内  容 障害者の虐待相談・虐待通報に対応します。 

虐待に関する相談・通報先 

     東海市役所社会福祉課  TEL０５２－６０３－２３３３ 
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 ３６ 災害時避難行動要支援者支援制度 

内  容 災害時において、避難所などに避難する際に、支援が必要な方のた

めに、あらかじめ避難計画を作成し、災害時の避難に役立てるもの

です。 

     計画は、ご本人の同意に基づき、町内会・自治会や民生委員などの

避難支援者へ情報提供を行い、災害時の迅速な避難の確保に役立ち

ます。 

＜避難行動要支援者とは＞ 

 身体障害者 

身体障害者手帳の個別等級が、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由（上肢・下肢） 

1～2 級、肢体不自由（体幹）1～3 級、内部障害（呼吸器）1 級 

知的障害者   療育手帳の判定が A 判定 

精神障害者   精神保健福祉手帳の等級が 1 級 

要介護高齢者  介護保険の認定区分が要介護 3～5 

難病患者   

難病法に規定する支給認定を受けた方で、障害福祉サービスを利用している方 

避難支援関係者が避難行動要支援者と判断した場合 

要配慮者本人が支援を申し出た場合 

  ※施設等に入所している方を除く 

 

 

 

３７ ファックス利用サービス（無料） 

内  容    聴覚・言語・音声障害のある方が急用時に次の施設で利用できま 

す。                                 

対象施設  しあわせ村（高齢者支援課）・中央図書館・文化センター・市役所 

（社会福祉課）                                                                 
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◎東海市の主な団体（障害者・児）の紹介 

東海市身体障害者福祉協議会 

視覚、聴覚や上肢・体幹の障害及び内部疾患（心臓、腎臓など病気に伴うも

の）による各種の障害を持つ方々の仲間づくりと障害者の福祉向上を目的とし

た会です。 

一日研修や一泊研修等を実施し、卓球、カラオケ等のサークル活動を通して

会員相互の交流を深めています。 

 

 

東海市手をつなぐ育成会 

知的な障害・発達障害のある人と、そのご家族の親睦と福祉の向上を図ると

ともに、障害のある人が地域の人たちと共に、心豊かに毎日がおくれるように、

様々な面から暮らしを支える活動を行っています。 

 

 

東海市肢体不自由児者父母の会 

共に支え合う社会の実現に向け、障害児（者）に保護者家族等の立場からで

きることを行っています。例えば、相互交流をはかるために、リフトバスを利

用し、肢体不自由の誰もが参加できるように計画したり、情報交換の場として、

施設見学、勉強会、座談会を開催したりしています。 
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福 祉 手 当 一 覧 表 

名 称      内 容       支 給 額       支 給 月 そ の 他       

特別障害者 

手当等 

(国 の 制 度 ) 

 

① 特別障害者手当 

２０歳以上で身体又は

精神に著しく障害があ

るため、日常生活におい

て介護が必要な方 

 

 

月額 27,980 円 

 

※３ヶ月以上継続し

て入院されている方

は支給対象外となり

ます。 

   5 月 

 

   8 月 

 

 １１月 

 

   ２月 

 

●身体障害１～２級

で IQ35 以下の合併

症は月額 

 ① 6,850 円 

 ② 6,900 円 

 

●身体障害１～２級

又は IQ35 以下の方

は月額 

 ① 1,050 円 

 ② 1,150 円 

 

が加算されます。 

 

●所得制限あり 

 

② 経過的福祉手当 

２０歳以上の従来の福

祉手当受給者で特別障

害者手当及び障害基礎

年金のいずれも受けら

れない方 

 

月額 15,220 円 

在宅重度 

障害者手当 

( 県 の 制 度 ) 

 
※３ヶ月以上継

続して入院され

ている方は支給

対象外となりま

す。 

1、2 級の身体障害者・

児で、IQ35 以下の合併

症の方 

 月額 15,500 円 

  ４月 

 

  ８月 

 

 １２月 

 

●特別障害者手当、

経過的福祉手当、障

害児福祉手当受給者

は除きます。 

 

●所得制限あり 

 

６５歳以上ではじめ

て障害者手帳の交付

を受けられている方

は支給対象外です。 

 

1、2 級の身体障害者・

児、IQ35 以下の知的障

害者・児、３級の身体障

害者・児で IQ50 以下の

合併症の方 

 

 月額  6,750 円 

援護扶助費 

(市 の 制 度 ) 

１～３級の身体障害

者・児、療育手帳Ａ判定

の知的障害者・児、1・

2 級の精神障害者・児 

所 得 税 非 課 税 者         

 月額  ７,２５０円 

  ７月 

 

 １１月 

 

  ３月 

 

 

●介護保険の要介護

3 以上の方、遺児

家庭に対しても同

じ制度がありま

す。 

●申請月の翌月分か

ら支給 

●支払日は支給月の

末日（土日祝の場

合はその前日）で

す。 

所 得 税 課 税 者         

 月額  ３,１００円 

療育手帳 B 判定の知的

障害者・児 

所得税非課税者         

 月額  ５,２００円 

所 得 税 課 税 者         

 月額  ２,１００円 

４～６級の身体障害

者・児、療育手帳 C 判

定の知的障害者・児、 

3 級の精神障害者・児 

所得税非課税者         

 月額  ３,９５０円 

所 得 税 課 税 者         

 月額  １,６５０円 

※各施設に入所されている方は、支給対象外となります 



26 

 

福 祉 手 当 一 覧 表 

名 称      内 容       支 給 額       支 給 月 そ の 他       

特別児童 

扶養手当 

(国 の 制 度 ) 

 

２０歳未満の 

 

① 療育手帳 A 判定又は

身体障害者手帳１・２

級程度 

 

月額 53,700 円 

   ４月 

 

   ８月 

 

11 月 

 

 

●心身に重度又

は中度の障害

がある 20 歳

未満の児童を

養育している

方 

 

 

 

●所得制限あり 

 

２０歳未満の  

 

① 療育手帳 B 判定又は

身体障害者手帳３・４

級程度 

 

月額 35,760 円 

障害児 

福祉手当 

(国 の 制 度 ) 

 

２０歳未満の 

 

① 身体障害者手帳 1 級

及び日常生活に常時

介護を要する 2 級 

 

② 療育手帳 A 判定でお

おむね IQ20 以下 

 

 

③ 身体障害者手帳 1、2

級で療育手帳 A 判定

(IQ35 以下) 

 

 

 

月額 

  

A 種( ③ ) 

22,120 円 

 

 B 種( ①又は② ) 

16,370 円 

 

 

 

   5 月 

 

   8 月 

 

 １１月 

 

   ２月 

 

 

●20 歳未満で、

心身又は身体

に重度の障害

があるため、

日常生活にお

いて常時介護

が必要な児童 

 

 

●所得制限あり 

 

 

※各施設に入所されている方は、支給対象外となります 

 

療育手帳判定の区分 

程 度 ⅠQ 値の目安 

Ａ判定 最重度 ⅠQ20 以下 

重 度 ⅠQ2１～３５ 

B 判定 中 度 ⅠQ３６～５０ 

C 判定 軽 度 ⅠＱ５１～７５ 
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☆障害者を表すマーク☆ 

 

   国際シンボルマーク     

障害者が容易に利用できる建物、施設であることを明確にするため

のマーク です。 

※このマークはすべての障害者を対象としたものです。 

 車いすを利用する障害者を限定し使用されるものではありません 
  

 

 耳マーク  

 聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るため制定されたも

ので、公的機関を利用するときはラベルを申請書、預金通帳、診察券

などに貼り、利用する方は胸などにネームプレートを付けます。                    

                

    オストメイトマーク  

人工肛門・人工膀胱を使用している方（オストメイト）のための設備が 

あることを表しています。オストメイト対応トイレの入り口・案内誘導プレ 

ートに表示されています。              

 

 

   ハート･プラスマーク   

「身体内部に障害を持つ人」を表しています。身体内部 （心臓、呼

吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能） の障害をお持ちの方

は外見から分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。こ

のマークを着用されている方を見かけた場合は、内部障害についてご

理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

  ほじょ犬マーク    

身 体 障 害 者 補 助 犬 同 伴 の 啓 発 の た め の マ ー ク で す 。             

身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。 

お店の入り口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方

を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。 
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 ヘルプマーク  

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠

初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている

方々が身に付け、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマ

ークです。 

 

 

 身体障害者標識  

普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由で            

あることを理由に当該免許に条件を付されている方です。 

表示するように努めてください。 

 

 

 聴覚障害者標識  

  普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、政令で定め 

る程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている 

方です。表示が義務づけられています。 

 

 

 

  手話マーク   

 一般社団法人全日本ろうあ連盟が作成したろう者等、手話を必要と

している方のためのマークです。 

５本指と輪っかで手話の動きを表現しています。 

 

 

 筆談マーク   

一般社団法人全日本ろうあ連盟が作成したろう者等、筆談を必

要としている方（ろう者等、音声言語障害者、知的障害者、外国人

なども含みます）のためのマークです。 

                相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現しています。 
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